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介護福祉士国家資格における経過措置について

平成31年度の介護福祉士養成施設卒業者に
係る経過措置登録について、

令和６年度末 に期限が到来します。

▶平成29年度以降、介護福祉士養成施設卒業者については、介護福祉士国家試験に合格していない場合でも
卒業年度の翌年度から5年経過日までは介護福祉士資格を有することを可能とする経過措置が設けられている。
▶平成31年度の経過措置登録については、令和６年度末に期限が到来。
▶経過措置登録を受けている者は、期限到来により介護福祉士の資格の効力を失う。
▶登録を継続する場合は、有効期限から14日以内に社会福祉振興・試験センターへ届出が必要。
▶詳細は、試験センターのホームページを御確認ください。

注意！

・届出を行わず、資格登録を失効したにも関わらず、介護福祉士の名称を用いて業務を続けた
場合、罰則を受けることとなります。

・また、介護福祉士の配置を要件としている介護、障害福祉サービス等の報酬の加算の適用を
受けることができないこととなります。

https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keikakigen.html
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